
 ○朝霞市障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付要綱                 

                                         

 （趣旨）                                         

 第１条 この要綱は、障害者理解に関する普及啓発を図るため、障害者団体等の実施する

講演会等の事業に対して、経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。          

 （補助対象事業）                                     

 第２条 補助対象事業は、障害者理解に関する普及啓発を目的として、障害者団体等が実

施する講演会等の事業で、市長が適当と認めるものとする。                       

 （補助金の交付申請）                                   

 第３条 補助金の交付を受けようとする障害者団体等（以下「障害者団体等」という。）

は、障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。                                   

  (１) 障害者理解に関する普及啓発事業実施計画書（様式第２号）              

  (２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類                  

 （補助金の交付決定）                                   

 第４条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適

当と認めたときは、障害者理解に関する普及啓発事業補助金交付決定通知書（様式第３号）

を交付するものとする。                                           

 （補助金の交付請求）                                   

 第５条 障害者団体等は、前条の規定により補助金の交付決定通知を受けたときは、障害

者理解に関する普及啓発事業補助金交付のための市が指定した請求書を市長に提出しなけ

ればならない。   

 （補助金の交付額）                                    

 第６条 補助金の交付額は、予算の範囲内で、市長が定める額とする。             

 （実績報告）                                       

 第７条 障害者団体等は、補助事業完了後、速やかに障害者理解に関する普及啓発事業実

績報告書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。                       

 （決定の取消し）                                     

 第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当していると認めたときは、補助金の交付の決

定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。               

  (１) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。              

  (２) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。            

 （雑則）                                         

 第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。           

   附 則                                        

この要綱は、平成 25年 12月１日から施行する。    


